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公共調達における４つの「通説」：
経済学からの批判的検討

通説１：

『高落札率は談合の証左である』

通説２：

『入札者数が多いほど競争性は高まる』

通説３：

『一般競争入札は指名競争入札よりも望ましい』

通説４：

『地域要件は地元産業の育成策である』
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通説１：
『高落札率は談合の証左である』

落札額 ＝ 工事にかかると予想される費用（C）
＋

落札することにより得られる利潤（R）

• 費用（C)が分からなければ、Rを知ることはできない。
– 仮にCを知ることができても、Rが「不当に」高いか否かを判定する

ことは容易ではない。

• 落札額を予定価格で割った落札率についても同様
の議論。
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落札率

高コストの業者・工事
の落札案件
（競争的な入札）

低コストの業者・工事
の落札案件
（あまり競争的でない入札）

Ｒ

Ｒ
Ｃ

Ｃ

高落札率が必ずしも競争性が高いとは言えない例
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（補足）
入札データから競争性を知ることは可能か

• 結論：各事業者の入札額と工事にかかる費
用の大小関係が分かれば、入札談合の有無
を特定できることがある。

– 各入札者についての費用（C)額を知る必要はない。

– 各入札者間での費用の大小関係が分かればよい。

参考資料
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入札データから談合を判定できるか？
例：６業者、費用が受注残高で表されるケース

業者１ 業者２ 業者３ 業者４ 業者５ 業者６

受注残高

入
札

額

低

高

大小

▲

▲
▲

▲
▲

▲

本命

サクラ
サクラ

サクラ

サクラ

サクラ

本命
サクラ

サクラ

サクラ
サクラ

サクラ

■

■
■

■
■

■

競争的で
ない。データ
から判別可能

競争的な状態

競争的でない
がデータから
判別不能

談合に
よる利得

参考資料
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通説２：
『入札者数が多いほど競争性は高まる』

• 経済理論的には、市場に潜在的な参入を妨げるよ
うな障壁がなければ、たとえ供給事業者が１社しか
いないような独占的な状況であったとしても、独占企
業は独占価格をつけることができず、市場は十分に
競争的となる。

– コンテスタビリティー（contestability）の理論

• 入札に置き換えて考えれば、たとえ１社入札であっ
たとしても、それ自体が競争性が欠如していること
の証拠とはならない。
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実証的にはどうか

競争的な状態（=1.0）

出典： Bresnahan and Reiss, 1991, Journal of Political Economy: 996

競争性がない状態

市場に2社いることにより

競争性が急速に高まる。

10

通説３：
『一般競争入札は指名競争入札よりも望ましい』

発注者

受注者

予定価格を上限とする最低
価格を提示した社を原則落札

者とする。
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指名競争における発注者の「良い」裁量

優れた実績を有する信頼性
の高い企業の中から入札に

参加できる社を選定。

発注者

受注者

指名 信頼関係 品質の確保
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指名競争における発注者の「悪い」裁量

発注者により便宜を図ってく
れる受注者を入札できる社と

して選定

発注者

受注者

指名 官製談合
OBの受入

贈収賄

談合破りをする業者
を指名しないように
発注者に働きかけ

品質の確保
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価格のみの競争入札の導入

発注者

受注者

指名
官製談合

OBの受入

贈収賄
品質の確保

信頼関係

予定価格を上限とする最低
価格を提示した社を原則落札

者とする。
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価格競争入札の問題点と米国の経験

• 品質・規格が標準化・定型化された財・サービスの調達では、一般競争

による価格競争方式が望ましい。

– こうした調達に総合評価を導入しても、手間だけがかかることになりかねない。

• 標準化・定型化されていない調達では、価格競争方式では、「良い品」を

確保することが難しい。

– 発注者の「良い」意味での裁量が ”Value” を調達する上で不可欠。

• Steven Kelmanハーバード大学公共政策大学院教授による1990年台にお

ける米国連邦調達制度改革においては、発注者の裁量権を大幅に拡大

し、受注者の過去のパフォーマンスを将来の発注時の評価に用いられる

ようにした。

• 手続き期間の短縮や価格の大幅な下落など制度改革は眼に見える成果

を挙げると共に、発注者のやる気にもつながった。
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総合評価

• わが国では、価格以外の要素（技術・性能等の品質）を評

価して、価格とのウェイト付けで落札者を決める総合評価。

• 価格以外の要素にも「価格づけ」をする点で、透明性は高い。

• 技術点の配点いかんで、発注者の裁量を許容する点で、指

名競争の良い点をうまく生かせる可能性がある。

• しかし、将来的な問題点も。

1. 透明性が高いだけに、技術点のつけ方について発注者間、あるい

は入札案件間で整合性を図る必要が出てくるのではないか。

2. そもそも品質の確保は事前の契約で担保することは難しいことから、

価格以外の要素への過度の配点には問題があるのではないか。

3. Kelmanの改革のように、総合評価が発注者のやる気を高めること

になっているか。 16

低入と品質確保

• 落札率（落札額）と完成品の品質との間に強い相関関係が
あるとしても、それは必ずしも因果関係を示唆していない。

• （極端に）低い落札率 ～⇒ 低い品質

• 高い落札率 ⇏ 高い品質

• つまり、ダンピングを防げば高い品質が確保されるわけでは
ない。

• 契約時点で完成していない成果物の品質を事前の契約のみ
で担保することは難しい。品質の確保には、原則として事後
的な照査確認が不可欠ではないか。
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通説４：
『地域要件は地元産業の育成策である』

• 地元の中小企業保護政策

官公需

地域要件・ランク制

• 一方で、こうした政策は地元の中小企業の競争力・

体力を長期的に奪っている可能性がある。

• 地元業者の受注能力を育てつつ、保護育成していく

ためには、「ハンデ」を与えてでも競争させることも

一案。

– Buy American Actなど
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建設業とイノベーション

19

第２回全国イノベーション調査の概要

• 調査の目的
– 企業のイノベーション活動に関する基礎データを国際比較性を

確保した形で収集し、客観的根拠に基づく政策立案のための
データ基盤を提供することを目的とする。

• 調査対象
– 従業者数 10名以上で日本標準産業分類（12改訂版）の農林

水産業、鉱工業、建設業、一部サービス業に含まれる企業
（331,037社）。

– 企業規模・産業別に層を作成し、層ごとに標本抽出率を算定し
た上で、 調査対象標本（15,871社）を選定。回収率30.3%。

• 企業規模
– 小規模・・・従業者数10人以上49人以下
– 中規模・・・従業者数50人以上249人以下
– 大規模・・・従業者数250人以上

• 産業規模 88分類

19
20

調査票送付数および回収率

2,405

1,860

2,218

1,182

1,179

4,579

5,951

3,893

5,850

2,197

2,511

10,558

0 5,000 10,000 15,000

サービス業

製造業

大規模企業

中規模企業

小規模企業

全企業

回答（①） 非回答（②） 未到達

15,871 

3,868 

8,413 

3,590

5,962 

8,837 

回答率=30.3%(①/（①+②）)

企業規模

産業

（社） 20
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建設業の回答状況
• 第２回全国イノベーション調査に回答した企業4,579社のうち建設業は185社と全

体の4.0%を占めている（平成18年度事業所・企業統計調査には58,715社）
– 同調査の建設業には、総合工事業・職別工事業・設備工事業。

– 建設業の回収率は28.4%は全体平均（30.3%）よりも若干低い。

図表2-1 産業別集計状況
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全規模 小規模 中規模 大規模 全規模 小規模 中規模 大規模

全産業 4,579 1,179 1,182 2,218 30.3 32.0 35.0 27.5

農林水産業 91 52 32 7 31.4 29.5 34.8 31.8

鉱業、採石業、砂利採取業 38 17 18 3 43.7 37.8 52.9 37.5

建設業 185 44 31 110 28.4 31.4 23.0 29.3

基礎素材型製造業 692 161 221 310 31.7 29.3 43.2 27.6

加工組立型製造業 741 143 190 408 33.6 29.2 41.9 32.3

生活関連製造業 427 116 120 191 31.4 32.4 36.0 28.5

電気・ガス・熱供給・水道業 116 55 44 17 49.4 53.9 48.9 39.5

情報通信業 288 85 76 127 26.6 31.7 30.8 22.4

運輸業、郵便業 379 111 85 183 30.5 37.9 30.6 27.3

卸売業、小売業 797 154 148 495 26.2 26.6 26.8 25.9

金融業、保険業 209 64 52 93 34.7 41.3 39.1 29.5

不動産業、物品賃貸業 137 36 29 72 23.2 27.3 21.6 22.2

宿泊業、飲食サービス業 190 32 41 117 25.9 23.2 29.5 25.5

その他サービス業 289 109 95 85 35.1 41.4 38.5 27.2

回答企業数 回収率
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イノベーションの定義
技術的イノベーション（Technical Innovation）
 プロダクト・イノベーション

• 新製品あるいは新サービスの市場への投入。
– 新製品・新サービスには、市場にとって新しいものである「画期的な
新製品・サービス」以外に、既存の技術を組み合わせたものや既存
製品あるいは既存サービスを技術的に高度化した「自社にとっての
み新しい製品・サービス」も含まれる。

⇒本報告では市場にとって新しい新製品・サービスを「画期的なプロダ
クト・イノベーション」と定義する。

 プロセス・イノベーション
• 自社にとって新しいプロセスの導入あるいは、既存のプロセスの

改良。
– プロセスには、製品・サービスの製造・生産方法あるいは物流・配送
方法だけではなく、製造・生産あるいは物流・配送をサポートする保
守システムやコンピュータ処理が含まれる。

» プロダクト・イノベーション同様、他社が既に導入しているプロセスを当該企
業が導入した場合も、プロセス・イノベーションに含まれる。

22
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イノベーションの実現状況

• 建設業でプロダクト・イノベーションを実現した割合は21.1%、プロセス・イノ
ベーションについては24.3%と全産業の平均（それぞれ31.4%、37.8%）よ
りも低い水準にある。

• 建設業の特徴とした他の第２次産業に含まれる業種と異なり、プロセス・イ
ノベーションの方が実現している傾向にある。
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図表3-1 イノベーションの実現割合
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市場規模の変化

• 国内市場の規模拡大に直面した企業の割合は建設業で11.9%と全産業
の平均である13.2%を下回る。他方、国内市場規模の縮小については、
建設業の50.8%が直面したと回答しており、全産業の平均45.1%を上回
る（図表6-1）。
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図表6-1 国内市場規模の変化
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国内市場縮小化における合併の影響

＜図4＞　国内市場縮小下での大型合併の影響
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【参考】 イノベーションと競争性

＜図7＞　プロダクト・イノベーションの実現割合と競争性
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国内市場縮小化における海外展開の影響

＜図5＞　国内市場縮小下での海外展開の影響
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【参考】 収益性への影響
グローバル化とマーケティング

＜図6＞　グローバル化やマーケティング・イノベーションがイノベーション
から得られる収益に与える影響
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①グローバル展開しておら

ず、マーケティング活動も実

施せず

(中央値=92.9)

②グローバル展開しているが、

マーケティング活動は実施せず

(中央値=263.7)

③グローバル展開しており、

マーケティング活動も実施

(中央値=360.3)



29

ご清聴ありがとうございました


